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なお「二.(2)(ii)a.構造」に記載している臨界防止に係る記載と、設置許可基準規則

との関連性を参考 1に示す。 

 

（２）臨界防止に係る記載について 

ａ．補正申請時の考え方 

   今回申請（補正後）における臨界防止に係る記載として、本文五号及び添付書類八に「～

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される注水及びスプレイや蒸気条件におい

ても臨界を防止できる～」と記載している。各語句の修飾関係は以下の通りであり、「使用

済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される」が修飾しているのは「注水及びスプレ

イや蒸気条件」である。また、「条件」は、「注水」、「スプレイ」、「蒸気」を、それぞれ後ろ

から修飾している。 

    

                               注水  

  使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される    スプレイ   条件においても 

                               蒸気  

    

 ｂ．記載の適正化に向けての考え方 

「使用済燃料貯蔵槽の冷却のための手順等で想定される」の記載が「注水（条件）」、「ス

プレイ（条件）」及び「蒸気条件」を 3つとも修飾していることが正確に読み取れるよう

に、「～使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等で想定される注水、スプレイ及び蒸気条

件においても臨界を防止できる～」と変更することを検討する。 

 

（３）燃料配置に係る記載について 

   既許可（2016.4.20 許可）及び補正申請（2022.5.13 申請）における、臨界防止のための

「燃料配置」に係る本文五号での記載を第 1-1 表に、添付書類八での記載を第 1-2 表に示

す。 

・ 本文五号の「燃料配置」とは、燃料の種類や燃焼度等を踏まえた配置を意味してい

る。本記載は広義の意味で記載しており、参考２に示すように、燃焼度等による配置

制限を設けていないプラントにおいても同様に記載している。 

・ 添付書類八では、本文五号で示す広義の意味での「燃料配置」について、より具体的

に、どのような燃料配置に対して未臨界を維持できる設計とするかを記載している。

既許可では「燃料の初期濃縮度、燃焼度及び使用済燃料ピット用中性子吸収体の有無

の条件による貯蔵領域を設定し、その領域で最も反応度の高い燃料体等が当該領域の

全てのラックに貯蔵された状態」と記載しており、今回の補正申請では「最も反応度
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の高い新燃料が全てのラックに貯蔵された状態」と記載している。 

 

ここで、既許可での燃料貯蔵領域設定に当たっては第 1 図に示すように、48 GWd/t ウラ

ン燃料（初期濃縮度 約 4.0%）と 55GWd/t ウラン燃料（初期濃縮度 約 4.6%）の燃料仕様毎

に貯蔵可能な条件を設定するため、燃料配置条件の一つとして「燃料の初期濃縮度」を添付

書類八に記載していたが、今回評価では最も反応度の高い 55GWd/t 通常ウラン燃料の新燃料

を敷き詰めた状態で評価することから、「燃料の初期濃縮度」に係る記載は不要となる。 

 

 

 

 55GWd/t 燃料 

（初期濃縮度約 4.6wt%） 

48GWd/t 燃料 

（初期濃縮度約 4.0wt%） 

使用済燃料ピット用 

中性子吸収体なし 

使用済燃料ピット用 

中性子吸収体あり 

使用済燃料ピット用 

中性子吸収体なし 

使用済燃料ピット用 

中性子吸収体あり 

□領域 A 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 

 領域 B 燃焼度 20GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 15GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 

■領域 C 燃焼度 50GWd/t 以上 燃焼度 15GWd/t 以上 燃焼度 45GWd/t 以上 燃焼度 10GWd/t 以上 

 
第 1図 既許可の 3領域管理における燃料貯蔵条件 

水反射体
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（４）最適評価手法に係る記載について 

ａ．補正申請時の考え方 

補正申請（2022.5.13 申請）における添付書類八 4.1.2.1 項での最適評価手法に係る記載を

第 2 表に示す。 

赤線部は今回評価の概要・考え方を記載したものであり、重大事故等対応のため整備してい

る手順や設備等に基づき設定する基本ケース、および各パラメータに対し発生する不確かさ影

響を考慮した感度解析ケースでも未臨界が維持できることを確認する旨を記載している。 

青線部は今回未臨界性評価で設定する具体的条件を記載したものである。既許認可解析にお

ける設定から変更したものを抜粋して記載しており、後段規制においてこれら設定を考慮した

解析が行われることを確実にするため記載したものである。 

   

ｂ．記載の適正化に向けての考え方 

  評価の考え方に関する記載については後段規制に引き継ぐ事項のみ記載する観点で見直すこ

ととし、また評価条件に係る記載と明確に区別して読み取れるよう、以下のように変更するこ

とを検討する。 

  

【評価の考え方】 

「具体的には、以下の条件で評価し、燃料及び水の状態について、最確値若しくは保守的な

値に不確かさの影響を考慮しても、未臨界を維持できる設計とする。」 

 

【評価条件】（気相部の水分条件についてのみ適正化する。） 

「・気相部においては、スプレイ等による液滴のほか、燃料集合体内の液膜を想定するとと

もに、塩素による中性子吸収を考慮する。」 

    

（５）制御棒クラスタ等の中性子吸収効果に係る記載について 

ａ．補正申請時の考え方 

第 2 表に示す「制御棒クラスタ等」の“等”については、制御棒クラスタ以外の内挿物を指

して記載したものである。 

重大事故等時において実機使用済燃料ピットに存在しうるものに対する、今回評価における

中性子吸収効果の考慮有無について第 3表に示す。 

  

ｂ．記載の適正化に向けての考え方 

今回申請にて制御棒クラスタを使用済燃料ピットの未臨界維持に係る設備から削除してお

り、未臨界性評価において制御棒クラスタ等を考慮しないことは明白であるため、「制御棒ク

ラスタ等の中性子吸収効果を考慮せずに」を削除することを検討する。 

 

 

6



 

 

 

第 2 表 補正申請書（2022.5.13 申請）添付書類八 4.1.2.1 項における記載 

～略～ 

具体的には、以下の条件で評価し、制御棒クラスタ等の中性子吸収効果を考慮せずに未臨界を維持で

きる設計とする。 

 

・燃料配置については、最も反応度の高い新燃料が全てのラックに貯蔵された状態で評価する。 

 

・水の状態については、液相部と気相部の２相に分け、水位変化を踏まえて評価する。 

 

・評価には最適評価手法を採用し、重大事故等時における使用済燃料ピットへの注水・放水手順によ

る流量等のパラメータに現実的な条件を設定した場合、 及び各パラメータに対し発生する不確か

さの影響を考慮した場合 でも未臨界が維持されることを確認することとし、海水を水源とする対

策については、塩素による中性子吸収を考慮する。

 

・燃料集合体内に液膜が形成されることを想定するとともに、気相部空間中の水密度は試験等で得ら

れた知見を踏まえ設定する。 

 

(1) 基本ケースを指す。 

(2) 感度解析ケースを指す。 

 

第 3 表 54 条 2 項に係る未臨界性評価における中性子吸収効果の考慮有無 

中性子吸収物質 
既許可 

（2016.4.20 許可） 

補正申請 

（2022.5.13 申請） 

制御棒クラスタ 〇 × 

使用済燃料ピット用 

中性子吸収棒集合体 
〇 × 

ピット水に残存するほう素 × × 

バーナブルポイズン × × 

プラギングデバイス × × 

海水由来の塩素（気相部） × 〇 

【凡例】〇：考慮する、×：考慮しない 

 

  

(2)   
(1)  
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（６）今回申請の理由について 

ａ．補正申請時の考え方 

  今回申請の理由について、「四、変更の理由」に以下の通り記載している。これは、設置許

可本文における該当箇所の記載を一部変更する、という意図で記載している。 

 

（申請書記載） 

四、変更の理由 

１号炉及び２号炉の使用済燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備を一部

変更する。 

 

「本文五号 二．(2)(ⅱ)使用済燃料貯蔵設備」 「本文五号二．(3)(ⅲ)使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」 

     

ｂ．記載の適正化に向けての考え方 

  今回の申請理由がより明確に読み取れるよう、以下のように変更することを検討する。 

 

（記載の適正化に向けた検討） 

四、変更の理由 

    １号炉及び２号炉の使用済燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関し

て、未臨界管理を簡素化するため、一部変更する。 
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（
参

考
１

）
本

文
五

号
 
ニ

.(
2
)
 
(
i
i
)
 
ａ
.
構

造
で

の
臨

界
防

止
に
係

る
記

載
と

設
置

許
可

基
準
規

則
と

の
関

連
性
 

 

既
許

可
（

2
01
6
.
4
.
2
0
許

可
）

 
補

正
申
請

（
2
0
2
2
.
5
.
1
3
申

請
）

 
設

置
許
可

基
準

規
則

 

ニ
．

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
構

造
及

び
設

備
 

(
2
)
 核

燃
料

物
質

貯
蔵

設
備

の
構

造
及

び
貯

蔵
能

力
 

(
ⅱ
)
 使

用
済

燃
料

貯
蔵
設

備
 

a
.
 構

造
 

（
～

略
～

）
 

 

使
用

済
燃
料

貯
蔵
設

備
は
、

想
定
さ

れ
る
い

か
な
る

状
態
に

お
い
て

も
燃
料

が
臨
界

に
達

す
る
こ
と

の
な

い
設
計
と

す
る

。
 

 

（
～

略
～

）
 

 

燃
料

貯
蔵
設

備
の
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
は
、

使
用
済

燃
料
ピ

ッ
ト
の

冷
却
機

能
喪

失
、

使
用
済
燃

料
ピ

ッ
ト
の
注

水
機

能
喪
失
、

使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト

水
の
小
規

模
な

漏

え
い

が
発
生
し

た
場

合
に
お
い

て
、

燃
料
の
貯

蔵
機

能
を
確
保

で
き

る
設
計
と

す
る

。
 

        

ま
た

、
使
用

済
燃
料

ピ
ッ
ト

か
ら
の

大
量
の

水
の
漏

え
い
に

よ
り
使

用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
水

位
が
使
用

済
燃

料
ピ
ッ
ト

出
口

配
管
下
端

未
満

か
つ
水
位

低
下

が
継
続
す

る
場

合

に
、

臨
界
に
な

ら
な

い
よ
う
配

慮
し

た
ラ
ッ
ク

形
状

、
燃
料
配

置
及

び
制
御
棒

ク
ラ

ス

タ
と

同
等
の
反

応
度

抑
制
効
果

を
有

す
る
中
性

子
吸

収
体
（
以

下
「

使
用
済
燃

料
ピ

ッ

ト
用

中
性
子
吸

収
体

」
と
い
う

。
）

配
置
に
お

い
て

ス
プ
レ
イ

や
蒸

気
条
件
に

お
い

て

も
臨

界
を
防
止

で
き

る
設
計
と

す
る

。
 

       

ニ
．

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

の
構

造
及

び
設

備
 

(
2
)
 核

燃
料
物
質
貯

蔵
設

備
の
構
造

及
び

貯
蔵
能

力
 

(
ⅱ
)
 使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備
 

a
.
 構

造
 

（
～

略
～

）
 

 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
は

、
想

定
さ

れ
る

い
か

な
る

状
態

に
お

い
て

も
燃

料
が

臨
界

に
達

す
る

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る

。
 

 

（
～

略
～

）
 

 

燃
料

貯
蔵

設
備

の
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
の

冷
却

機
能
喪

失
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
注

水
機

能
喪

失
、

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
の

小
規

模
な
漏

え
い

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

燃
料

の
貯

蔵
機

能
を

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 

       

ま
た

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
か

ら
の

大
量

の
水

の
漏

え
い

に
よ

り
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
が

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

出
口

配
管

下
端

未
満

か
つ

水
位

低
下

が
継

続
す

る
場
合

に
、

臨
界

に
な

ら
な

い
よ

う
配

慮
し

た
ラ

ッ
ク

形
状

及
び

燃
料

配
置

に
お

い
て

、
使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
等

の
た

め
の

手
順

等
で

想
定

さ
れ

る
注

水
及

び
ス

プ
レ

イ
や
蒸

気
条

件
に

お
い

て
も

臨
界

を
防

止
で

き
る

設
計

と
す

る
。
 

       

【
第

十
六
条

 ２
項

】
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

に
は

、
次

に
掲

げ
る

と
こ
ろ

に
よ

り
、

燃
料

体
等

の
貯

蔵
施

設
（

安
全
施

設
に

属
す

る
も

の
に

限
る

。
以

下
こ

の
項

に
お
い

て
同

じ
。

）
を

設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

 

一
 燃

料
体

等
の

貯
蔵

施
設

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

（
～
略

～
）
 

ハ
 燃

料
体

等
が

臨
界

に
達

す
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の

と
す

る
こ

と
。
 

 
二
 
（
～

略
～

）
 

 【
第

五
十
四

条
】
 

 
第

五
十

四
条
 
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

は
、

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷

却
機

能
又

は
注

水
機

能
が

喪
失

し
、

又
は
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
か

ら
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他
の

要
因

に
よ

り
当

該
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の
水

位
が

低
下

し
た

場
合

に
お

い
て

貯
蔵

槽
内

燃
料
体

等
を

冷
却

し
、

放
射

線
を

遮
蔽

し
、

及
び
臨

界
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

を
設

け
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

２
 
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

は
、

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

か
ら

の
大

量
の

水
の

漏
え

い
そ

の
他

の
要

因
に

よ
り

当
該

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽
の

水
位

が
異

常
に

低
下

し
た

場
合
に

お
い

て
貯

蔵
槽
内

燃

料
体

等
の

著
し

い
損

傷
の

進
行

を
緩

和
し
、
及

び
臨

界
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

を
設
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ＜
規
則

5
4条

に
係

る
解

釈
（

抜
粋

）
＞
 

１
 第

１
項

に
規

定
す

る
「

使
用

済
燃

料
貯

蔵
槽

の
冷
却

機
能

又
は

注
水

機
能

が
喪

失
し

、
又

は
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
か

ら
の

水
の
漏

え
い

そ
の

他
の

要
因

に
よ

り
当

該
使

用
済

燃
料
貯

蔵
槽

の
水

位
が

低
下

し
た

場
合

」
と
は

、
本

規
程

第
３

７
条

３
－
１

(a
)及

び
(b
)で

定
義

す
る

想
定

事
故

１
及

び
想

定
事

故
２
に

お
い

て
想

定
す

る
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

水
位
の

低
下

を
い

う
。
 

 ３
 第

２
項

に
規

定
す

る
「

貯
蔵

槽
内

燃
料

体
等

の
著
し

い
損

傷
の

進
行

を
緩

和
し

、
及

び
臨

界
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

」
と
は

、
以

下
に

掲
げ

る
措

置
又

は
こ

れ
ら

と
同

等
以

上
の

効
果

を
有

す
る

措
置

を
行

う
た

め
の
設

備
を

い
う

。
 

ａ
）

ス
プ

レ
イ

設
備

と
し

て
、

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
設
備

（
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

、
ス

プ
レ

イ
ラ

イ
ン

及
び

ポ
ン

プ
車

等
）

を
配

備
す

る
こ

と
。
 

ｂ
）

ス
プ

レ
イ

設
備

は
、

代
替
注

水
設

備
に

よ
っ

て
使

用
済

燃
料

貯
蔵

槽
の

水
位

が
維

持
で

き
な

い
場

合
で

も
、

燃
料

損
傷

を
緩

和
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

ｃ
）

燃
料

損
傷

時
に

、
で

き
る

限
り

環
境

へ
の

放
射

性
物

質
の

放
出

を
低

減
す

る
た

め
の
設

備
を

整
備

す
る

こ
と
。
 

５
４
条
１

項
で

考
慮

す
る

想
定

事
故

１
ま

た
は
想

定
事
故

２
に
お

け
る

未
臨

界
性

評
価

に
つ
い
て

は
、
S
FP
（

SF
ラ

ッ
ク
含

む
）
の

燃
料

貯
蔵

機
能
が

確
保
さ

れ
て
い

れ
ば
、
可
搬

型
代

替
注

水
設

備
に

よ
り

燃
料
の

崩
壊
熱

に
伴
う

蒸
散

量
を

上
回

る
水

量
を
注

水
す
る

こ
と
で

燃
料

の
冠

水
状
態

が
維

持
さ
れ

る
た

め
、

１
６
条

要
求
に
係

る
評
価

に
よ

り
未
臨

界
が
維
持

さ
れ
る

こ
と
が
担

保
さ
れ

る
こ
と

か
ら

、
臨

界
防

止
に

関
す

る
記

載
を
省

略
し
て

い
る
。
 

臨
界

防
止

に
関

す
る
記
載

が
な
い

理
由
 

５
４

条
２

項
お

よ
び

そ
の

解
釈
に

係
る
要

求
機
能

の
う

ち
、
燃

料
体

等
の

著
し

い
損

傷
の

進
行
の

緩
和
、
お
よ
び

放
射
性

物
質

の
放

出
低

減
に

つ
い
て

SF
P（

SF
ラ

ッ
ク
）
に
期

待
す

る
機

能
は

な
い

た
め
、
本

パ
ラ

グ
ラ

フ
で

は
臨

界
防
止
に

係
る
事

項
の

み
記

載
し

て
い

る
。
 

臨
界
防
止

に
係

る
事

項
の

み
記

載
し

て
い

る
理
由
 

16 条
 

54 条 1 項
 

54 条 ２ 項
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（
参

考
２

）
各

プ
ラ

ン
ト

に
お

け
る

S
F
P
未

臨
界

性
維

持
に

係
る
設

計
方

針
の

記
載

比
較

 

 

「
臨

界
に

な
ら

な
い

よ
う

配
慮

し
た
ラ

ッ
ク

形
状

、
燃

料
配

置
・
・

・
」

は
、

全
プ

ラ
ン

ト
共
通

の
記

載
で

あ
る

。
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